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お客さま 各位 

九 州 労 働 金 庫 

 

 

偽造キャッシュカードによる犯罪にご注意ください 

 

最近、当金庫を含め複数の金融機関でお客様のキャッシュカードが偽造され、ATM で不正に払出しさ

れる被害が発生しています。お客様におかれましてもその手法を事前に知ることにより、被害に遭うこ

とのないよう、十分注意ください。 

 

【犯行の特徴】 

・ゴルフ場等レジャー施設の貴重品ボックスの暗証番号を、キャッシュカードの暗証番号と同じ番号

に設定する場合が多いことを狙った犯行です。 

・利用者が貴重品ボックスを利用し暗証番号を入力する際に、背後から覗き見したり、カメラ等で盗

撮して入手したりした暗証番号を使って、被害者が気付かないうちに貴重品ボックスを開けて、ス

キミング装置でキャッシュカードの磁気データをスキミングし、その後預金等を不正に払出します。 

・キャッシュカード自体は盗まれていない(戻されている)ことから、発覚が遅れる場合か多くありま

す。 

【被害に遭わないために】 

・ゴルフ場等レジャー施設の貴重品ボックスを利用する場合は、キャッシュカードと同一の暗証番号

を使用することはお避けください。 

・暗証番号には、誕生日や電話番号など、第三者が容易に推測できる番号をご使用することはお避け

ください。 

・暗証番号は定期的に変更してください。 

また、定期的に通帳記帳や残高照会を行い、不正な払出しが行われていないことを確認してください。 

【万が一被害に遭われた場合】 

・万が一、覚えのない払出しがあるなど、被害に遭ったことが疑われる場合は、最寄りの営業店また

は労金照会センター(TEL:0120-608-002) まで、速やかにお申し出ください。 

 

以上 

 
 

 

 


